
 １１月
がつ

に入
はい

り、寒
さむ

さが増
ま

してきました。１０月
がつ

頃
ごろ

からインフルエンザでお休
やす

みする人
ひと

が出
で

ていま

す。今年
こ と し

は例年
れいねん

より早
はや

く流行
りゅうこう

がはじまっています。手洗
て あ ら

い・うがい、咳
せき

エチケットなど感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

に努
つと

めましょう。 

 

 

 

 

 

１１月８日はいい歯
は

の日
ひ

です。いつまでも美味
お い

しく食事
しょくじ

を摂
と

るため、毎日
まいにち

丁寧
ていねい

に歯
は

みがきをする

ことが大切
たいせつ

です。また、学校
がっこう

では１１月に秋
あき

の歯科
し か

健
けん

診
しん

を実施
じ っ し

します。朝
あさ

は必
かなら

ず歯
は

みがきをしてか

ら登校
とうこう

するようにお願
ねが

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１０月３１日 

練馬区立開進第三小学校 

校  長 佐々木秀之 

養護教諭 多田 優子 

養 

５・６年 １１月５日（水） 

３・４年 １１月１２日（水） 

１・２年 １１月２６日（水） 

歯
科

し

か

健 け
ん

診 し
ん 



 

 

 

 区内
く な い

では、１０月
がつ

に入
はい

りインフルエンザによる学級
がっきゅう

閉鎖
へ い さ

も出
で

ており、本校
ほんこう

でもインフルエンザで

お休
やす

みする人
ひと

が出
で

ています。感染症
かんせんしょう

を予防
よ ぼ う

するために、以下
い か

のことに気
き

をつけて過
す

ごしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記
か き

の感染症
かんせんしょう

にかかった場合
ば あ い

は学校
がっこう

にお知
し

らせください。 

 

病名 出席停止期間の基準 

新型コロナウイルス感染症 発症した後５日を経過し、かつ、症状が軽快した後１日を経過するまで 

インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで、または５日間の適切な抗菌薬による治療が終

了するまで 

麻しん（はしか） 解熱後３日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、かつ、全

身状態が良好になるまで 

風疹 発疹が消失するまで 

水痘（水ぼうそう） すべての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱（プール熱） 主症状が消失し、２日経過するまで 

結核 医師により感染の恐れがないと認めるまで 

髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染の恐れがないと認めるまで 
 
※この他にも、出席停止となる感染症と診断された場合、登校する際に「登校届」が必要です。「登

校届」の用紙は学校のＨＰからダウンロードできます。 

感染症
かんせんしょう

と出席
しゅっせき

停止
て い し

について 


